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（３）水道分野における
スマートメーター導入促進について
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水道分野のスマートメーターとは

○スマートメーターとは

✓スマートメーターは、通信機能を備えており、各住居を訪問せずに検針データを把握可能。
✓人口減少社会において労働力の確保が課題とされる中、スマートメーターは、水道料金の検針業
務の効率化、漏水箇所の早期発見、施設規模の最適化、データの見える化等、水道事業の管理
にとって様々な効果が期待。

スマート水道メーター

検針
データ

スマートメーター
システム

○スマートメーターによる検針

水道事業体

スマートメーターによる検針

一般的なスマートメーター

電子式水道メーター 無線通信機

導
入

水道メーター

検針員による検針

検針員

目視確認 遠隔通信

電子式水道メーター(羽根車・電磁）

電子式水道メーター 隔測表示機

○水道メーターの計測方式

（参考）一体型スマートメーター

計測部と通信
部が完全に一体
化されており、通
信機との接続不
要

無線通信
機と接続
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出典：規制改革推進会議第一回スタートアップ・

イノベーション促進WG(R7.2.7) 日本水道協会資料



ネットワーク接続方式について

NW接続
方式

①スター型 ②ツリー型 ③メッシュ型 ④共同検針
⑤ドライブバイ
  ウｫークバイ

概要図

NW接続
方式概要

基地局とその
配下にある複
数の通信端
末との間で無
線にて直接
データを伝送
する方式。

スター型の応
用で、１本の根
から枝分かれ
するように接続
する方式。

ツリー型ネット
ワークにおい
て、通信経路
を他の通信端
末等に変更が
可能な方式。

電力・ガスと
いった他イン
フラの通信
ネットワーク
等を活用する
方式。

ﾒｰﾀｰ部と無線
で通信可能な
機能を備えた
端末を利用し、
現場指針値等
を読み取る
方式。

携帯基地局、集約装置
電力スマートメータ等

マルチホップ

LTE

✓スマートメーターのネットワーク（NW）接続方式は、各水道事業者が様々な方式で試行中。
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※出典：(公財)水道技術研究センター第三期A-Smartプﾟﾛｼﾞｪｸﾄ成果報告書より国土交通省が作成



令和６年度第２回検討会で示したスケジュール
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〇令和７年３月10日

〇令和７年４月～

〇令和７年夏頃～

〇令和７年秋頃

〇令和７年度内

検討会（今回）

水道のスマートメーター実証事業の
調査・詳細分析

水道事業者への導入予定調査

検討会（中間報告）

最終取りまとめ

※WGを10月に設置し、ガイドライン及び事例集について３月に公表済



導入状況及び導入予定調査の結果
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水道分野のスマートメーターの普及状況

✓ R６年度末時点でスマートメーターを導入している水道事業者は227事業体、導入数は約30.9万台。
※ウォークバイ・ドライブバイ（12事業者、約12.4万台）による検針を含む

静岡県

湖西市、焼津市、牧之原市、南伊豆町

長野県

白馬村、東御市、立科町、木島平村、
松川町、佐久水道企業団、松本市(４）、

信濃町、木曽町、池田町、安雲野市

飯綱町、東急蓼科高原上下水道事業

蓼科高原チェルトの森水道事業

石川県

輪島市、かほく市

津幡町、羽咋市能美市

愛知県

豊橋市、刈谷市、安城市、常滑市、名古屋市、大府市

田原市、蒲郡市、豊田市、春日井市、岡崎市、西尾市
大阪府

大阪市、高槻市

北海道

紋別市、留萌市、音更市、士別市

余市町、伊達市、本別町、安平町、

浦河町、名寄市、千歳市、芽室町、

栗山町、斜里町、長幌上水道企業団、

北広島市、札幌市、美幌市、羅臼町

宮城県

名取市、塩籠市、女川町、

川崎町、大崎市

佐賀県

唐津市、伊万里市、

佐賀西部広域水道企業団

愛媛県

今治市、愛南町、砥部町、

大洲市、内子町、伊方町

鬼北町

兵庫県

姫路市、赤穂市、川西市、伊丹市、小野市

西播磨水道企業団、宍粟市、加東市

茨城県

常陸大宮市、神栖市、日立市、ひたちなか市、古河市

境町、河内町、小美玉市、鉾田市、東海村、守谷市

広島県

広島県水道広域連合企業団(三次市・大崎上島町)

広島市、大竹市

群馬県

甘楽町

安中市

嬬恋村

前橋市

徳島県

上坂町、美馬町、

海陽町、松茂町 和歌山県

白浜町、湯浅町、串本町

香川県

香川県広域水道企業団

高知県

須崎市

栃木県

大田原市、

足利市

岡山県

新見市、里庄町、笠岡町

備前市、奈義町、鏡野町

福岡県

北九州市、八女市、春日那珂川水道企業団

青森県

鶴田町、深浦町秋田県

小坂市、大仙市

横手市、男鹿市

北秋田市

山形県

新庄市、大江町

西川町、最上町

山梨県

富士河口湖町、甲州市、北社市、甲府市

都留市、韮崎市、山梨市、中央市、身延町

福井県

福井市、あわら市

滋賀県

大津市

埼玉県

日高市、深谷市、久喜市、神川町、白岡市、小川町、杉戸町

桶川北本水道企業団、熊谷市、越生町

長崎県

長崎市、諫早市、

雲仙市、大村市 三重県

四日市市、尾鷲市、亀山市、菰野町、鳥羽市

東員町、明和町、大台町、桑名市、紀北市

○令和６年度末時点の導入自治体（227事業体）
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岩手県

久慈市、雫石町、

西和賀

福島県

矢吹町、喜多方市

西会津町、国見市、西郷村

東京都

東京都、昭島市、大島町

沖縄県

宮古島市、本部町

南部水道企業団水道事業

鹿児島県

南大隅町

熊本県

山鹿町

宮崎県

串間市、新富町

大分県

別府市、大分市

山口県

下松市

奈良県

吉野町

鳥取県
伯老町、湯梨浜町

神奈川県

山北町、横浜市、小田原町

千葉県

東庄町(第１・第２)

新潟県

十日町村、柏崎市、見附市、

上越市

富山県

高岡市、富山市

砺波市、射水市

小矢部市

岐阜県

高山市、下呂市

本巣市、土岐市

山県市

京都府

八幡市、南丹市、大山崎町
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水道分野のスマートメーターの導入予定調査結果

224,042 
349,608 333,357 318,649 
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309,722 

533,764 
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1,865,570 

1,872,742 
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1,954,469 
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スマートメーターの導入予定数

導入数量 累計

✓ R６年度末時点で水道分野のスマートメーターを導入している水道事業者は227者、導入を予定して
いる水道事業者は92者である一方、971者が導入予定がないと回答

✓ R15時点で約195万台の水道分野のスマートメーターが導入される予定
✓ 水道事業者の長期導入計画が立案されていないこともあり、R１１以降の導入台数は明確ではない
ものの、今後も水道事業者のニーズは高まっていくものと推察

✓ この調査によりユーザーのニーズを明確化、メーカーの製造体制の検討や新規参入の参考

図.スマートメーターの導入を予定している水道事業者数
（調査総数：1290者）



令和６年度第２回水道の諸課題に係る有
識者検討会を踏まえた対応
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(参考)水道分野のスマートメーターの導入推進に係るWG

水道分野のスマートメーターの導入推進に係るWG（座長 東洋大学 石井名誉教授）

【実施日】 （第１回）令和７年１０月２７日（月）
（第２回）令和８年２月５日（木）

【成 果】 ①水道分野のスマートメーターのデータ利活用に関するガイドライン
 ②水道分野のスマートメーターの導入事例集
※令和８年３月13日に公表済

【水道分野のスマートメーターのデータ利活用に関するガイドライン】
１．ガイドラインの目的と内容
２．水道分野のスマートメーターについて
３．水道分野のスマートメーター導入によるメリット
４．水道分野のスマートメーターのデータの取り扱い
５．水道分野のスマートメーターの標準的な仕様
６．水道分野のスマートメーターの関する実態調査

【水道分野のスマートメーターの導入事例集】
１．水道事業者が実施している具体的なデータ利活用事例
２．水道分野のスマートメーターの導入状況

３．水道分野のスマートメーターの購入時の仕様書の購入時の仕様書
9



R7.3諸課題検討会での有識者のご意見と対応

検討項目 前回の検討会でのご意見 対応

⚫ 指標の設定 ⚫ スマートメーターにはコストの問題があ
るが、検針業務の効率化等の観点から、
積極的に進めるべき。

①社会資本整備重点計画での
指標の設定

⚫ ガイドラインで
の対応した事項

⚫ 通信方式を標準化すれば、ベンダー
ロックインなどの問題が発生しにくい

⚫ 普及前にスマートメーターの規格につ
いて検討を進めるべき。

②ガイドラインにおける標準的な
規格の明示

⚫ 導入価値を評価できることが重要

⚫ 設置後の導入コストやランニングコスト
を含めた総合的な試算が必要

⚫ スマートメーター１台当たりのベネフィッ
トを指標とすることも思料

③ガイドラインにおいてスマート
メーター導入メリットや導入コスト
の例示

⚫ スマートメーターは、平常時はもちろん、
災害時の情報収集ツールとしても有力

④個人情報を踏まえた災害等にお
けるデータ利活用についての整理

⚫ 事例集での対
応した事項

⚫ 利用者サービスという観点は重要 ⑤全国の利活用事例を整理

⚫ その他 ⚫ 電磁式や超音波式のメーターは、機械
的な摩擦がないため、検定有効期限の
延長を迅速に進めるべき。

⑥関係機関とのメーターの検定有
効期間についての連携

10
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①社会資本整備重点計画での指標の設定

➢ 社会資本整備重点計画は、社会資本整備重点計画法（平成15年法律第20号）に基づき、社会資本
整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定する計画

➢ 水道分野のスマートメーターの普及促進について、第６次社会資本整備重点計画の重点施策とし、
指標として設定（令和８年１月１６日閣議決定）
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②ガイドラインにおける標準的な規格の明示

➢ 水道分野のスマートメーターの機器購入仕様書（※）に定める送信データの標準的なデータ規格を整
理し、ガイドラインに提示。水道事業者に対し、この仕様書に沿った発注を求めることにより、データ
の標準化、ベンダーロックインの解消に取り組む。
※（公財）水道技術研究センターのNew-Smartによる研究成果

〇スマートメーターの送信データ内訳（携帯キャリアの場合）

参照：東京都水道局自動検針メータ通信機能仕様書（ Ver ２.６Ａ）より
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②ガイドラインにおける標準的な規格の明示

➢ 水道分野のスマートメーターのデータ処理システムの規格を整理し、水道情報活用システムの
標準仕様書に追加。これにより、各ベンダーが、この標準仕様書に沿ったシステム開発を進める
ことにより、ベンダーロックインの解消に取り組む。

〇料金システムにおけるスマートメーターに関する標準仕様（抜粋） （参考）水道情報活用システム

⚫標準仕様書によりデータ仕様を標準化

⚫クラウドを活用したシステム

⚫共同利用することにより、更なる効率化を
図ることも可能

⚫異なるシステム間・ベンダ間のアプリケー
ションにおいてもプラットフォームを介して
横断的に活用が可能



利用目的
利活用方
法

期待される効果

上下水道DX推進事業での実施
状況

実装済 検証中

水道事
業の目
的

検針の
自動化

検針業務の効率化、検針員不足の緩
和、使用量通知の電子化促進、料金
調定・減免処理コストの削減

東京都、湖西市、
輪島市、留萌市、
新富町、名取市

白馬町、飯
綱町、豊橋
市

管網維
持管理
の高度
化

詳細な配水量分析、管路口径の適正
化、配水管網内の漏水検知、最適な
配水制御

東京都、飯
綱町、湖西
市

宅内漏
水の検
知

宅内漏水の早期発見、メーター側での
漏水判定、漏水判定を含むメーター管
理システム の諸機能

東京都、湖西市、
輪島市、留萌市、
名取市

飯綱町、豊
橋市

災害対
策への
活用

漏水・断水状況の推測、災害時及び
防災計画への活用

東京都、輪島市、
留萌市

湖西市

データ
の見え
る化

毎日使用量や料金の把握、利用者意
識の変化、請求金額の低減

東京都、留萌市 湖西市、輪
島市、新富
町、豊橋市

適切な
料金

豪雪地帯での暫定料金の解消 留萌市 白馬町

時間帯
別水道
料金

生活様式に応じた料金形態、夜間電
力による動力費削減

湖西市

ペー
パーレ
ス化

検針表、請求書を電子配信へ移行 東京都、湖西市、
留萌市

新富町

水道事
業の目
的以外

高齢者
等の見
守り

高齢者等の安否確認、高齢者等の健
康管理

東京都 湖西市、名
取市、半田
市
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○ 上下水道DX推進事業で支援している水道事業者の取組をリスト化し、期待される効果を明示
○ メータ価格、メーター交換費用、初期購入コスト等の情報を国のガイドラインで例示
○ 導入を検討している水道事業者において、概ねの導入金額を算出する際の参考

③ガイドラインでスマートメーターの導入メリットやコストの例示

〇上下水道DX推進事業で支援している水道事業者の取組
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【例】スマートメーター（羽根車式）の価格

〇水道分野のスマートメーターの費用



情報を取り扱う主体 情報の流れ 個人情報の利用目的

A市水道局

スマートメーターで確認した漏
水情報について、水道の早期
復旧に活用するため、応援水
道事業者へ通知する

応援水道事業者
（B市水道局）

漏水箇所の修繕

④個人情報を踏まえた災害等におけるデータ利活用についての整理

災害その他非常の場合において、被災したA市水道局が、水道分野のスマートメーターで取得した一般住宅や集合住宅等の漏水情報
を応援水道事業者（B市水道局）へ提供し、水道の早期復旧に活用する事例

○スマートメーターで取得した漏水情報を応援水道事業者へ提供することについて
災害その他非常の場合において、被災したA市水道局が、水道分野のスマートメーターで取得した漏水情報を応援水道事業者（B市水
道局）へ提供する旨をあらかじめ利用目的として特定しておくことで、利用目的のために情報提供を行うことが可能となる（個人情報保護
法第61条、第69条第１項）。ただし、このような利用目的を特定していない場合においても、応援水道事業者（B市水道局）への情報提供
は、被災地において地域住民の生活に不可欠な水道を早期復旧し、地域生活の迅速な回復に資するという観点より、生命・身体保護の
緊急性、非代替性を有するため「相当の理由があるとき」（法第69条第２項第３号）に該当し、情報提供できると判断することも可能と考え
られる。
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水量情報
の異常

（漏水情報）

通知

漏水情報

（氏名、住所、口径等）

提供

漏水情報

利用

漏水の修理

（氏名、住所、口径等）

※利用目的外であれば法69条第２項第３号

○ 個人情報保護法の観点を踏まえ、データ利活用が想定される事例を国のガイドラインで整理

○ ここで示した事例のほか、「大規模災害時等の防災部局への情報提供」、「福祉部局と連携した学
術研究機関への情報提供」についても事例紹介

【例】大規模災害時の応援水道事業者への情報提供



⑤全国の利活用事例を整理

➢ 利用者サービスの向上に資する水道事業者の導入事例をとりまとめ（60事例）
➢ 導入目的、導入戸数、データ利活用等を提示し、水道事業者のスマートメーター導入を後押し
➢ 事例集については、２年程度を目途に実態調査を実施し更新（予定）

○水道分野のスマートメーターの導入事例集の目次 ○事例集における掲載事例
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⑥関係機関とのメーターの検定有効期間についての連携

➢ メーターの検定有効期間について、経産省、産業技術総合研究所、日本計量機器工業連合会、日本
水道協会と定期的に意見交換を実施

➢ 計量行政審議会基本部会検定有効期間等検討小委員会では、機械駆動部のない（電磁式・超音
波式）水道メーターの検定有効期間は、10年に延長することが適当であると結論

➢ 今月、計量行政審議会 基本部会で審議結果について報告がなされた

〇令和７年度第３回 計量行政審議会 基本部会検定有効期間等検討小委員会
（委員長：明治大学 宮城教授）

・日 時：令和７年１２月２５日（木）

〇令和７年度第２回 計量行政審議会 基本部会（委員長：東京科学大学 初澤名誉教授）

・日 時：令和８年３月２日（月）

検定有効期間等検討小委員会での審議結果について報告がなされた 



水道分野のスマートメーター導入に活用可能な支援メニュー

• DXによる業務効率化等のため、先端技術を活用した設備の導入経費を補助

• スマートメーターを導入する水道事業者をこれまでも支援

上下水道一体効率化・基盤強化推進事業（令和６年度創設）【国土交通省】

上下水道DX推進事業
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•情報システムや情報通信機器等の整備の財源として、「デジタル活用推進事業債」を令和7年度に創設

（R7～R11）

•一定の要件の下で行う上下水道事業が実施する事業について、一般会計が負担又は助成を行う場合には、デジタル活用

推進事業債の対象

•上記に加えて、新たにセキュリティ対策の強化に必要なシステムの導入についても対象

デジタル活用推進事業債（R７～R11）【総務省】

事業概要

〇対象事業： IoT技術などの新技術を用いた業務の効率化や付加価値の高い上下水道サービスの実
現を図る施設整備を行う事業

〇補助対象範囲：新技術を活用した業務の効率化や付加価値の高い上下水道サービスの実現を図
る事業で新技術を活用した上下水道の設備と、あわせて整備する施設の整備に
要する経費

〇補助率：① 水道、下水道のいずれにも活用する新技術を導入する場合 １／２
② 水道 １／３



水道分野のスマートメーターの導入推進に向けたとりまとめ（案）

〇水道分野のスマートメーターの普及促進に向けた指標

〇水道分野のスマートメーター普及促進に向けたロードマップ

項目 現状（令和６年３月) 令和12年度末

水道事業※2における水道分野のスマートメーターの導入率※3 0.2％ ７％
※２  水道事業とは、上水道事業とし、水道用水供給事業及び簡易水道事業は含まない。
※３ 導入率＝水道分野のスマートメーターの導入台数／水道事業により給水を受けている全国の世帯数

令和７年 令和８～12年

普及状況の調査
導入予定の調査

ガイドライン

事例集

検定有効期間

全国主管課長会議で周知、２年程度を目途に実態調査を行い、更新（予定）

実態調査を継続実施、全国主管課長会議で結果を周知調査・整理

とりまとめ・公表

とりまとめ・公表

関係機関との連携

全国主管課長会議で周知、今後のニーズを踏まえ適時更新

関係機関との連携

水道分野のスマートメーターのデータ
利活用に関するガイドライン※1

人口減少社会において労働力の確保が課題とされる中、水道分野のスマートメーターは、水道料金の検針業務の効率化、漏水箇所の早期発見、施設
規模の最適化、データの見える化等、水道事業の管理にとって様々な効果が期待され、国として以下の施策や指標を設定し導入を推進。

水道分野のスマートメーターの導入
事例集※１

水道メーターの検定有効期間水道分野のスマートメーターの
実態調査

水道事業者のスマートメーター
の導入数や今後の導入予定
数の調査を継続

スマートメーターの標準的な規格や、個
人情報を踏まえた利活用事例を整理

○活用事例

○標準的な規格例（送信データ内訳）

スマートメーターのデータ利活用の実
施状況やデータ仕様の事例を整理

メーターの検定有効期間について、
関係機関と連携

※計量行政審議会 基本部会 検
定有効期間等検討小委員会で
は、機械駆動部のない（電磁
式・超音波式）水道メーターの検
定有効期間は、10年に延長する
ことが適当であると結論

※計量行政審議会 基本部会で審
議結果について報告がなされた

○スマートメーターの導入予定数
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※１ ガイドライン及び事例集の掲載箇所
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/mizukokudo_watersupply_tk_000001_00074.html



ご議論いただきたいこと
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➢ 水道分野のスマートメーターの導入推進に向けたと
りまとめ（案）の審議

➢ 今後の導入推進に向け、必要な実態調査や検討事項
について


	スライド 1: （３）水道分野における  スマートメーター導入促進について
	スライド 2: 水道分野のスマートメーターとは
	スライド 3: ネットワーク接続方式について
	スライド 4: 令和６年度第２回検討会で示したスケジュール
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9: (参考)水道分野のスマートメーターの導入推進に係るWG
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15: ④個人情報を踏まえた災害等におけるデータ利活用についての整理
	スライド 16: ⑤全国の利活用事例を整理
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20: ご議論いただきたいこと

